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Ⅰ．はじめに

1．問題の所在

　事業には様々な経営リスクが伴う。ここで経営リスクとは，事業経営に影響

を及ぼす不確実性（uncertainty）のことをいうものとする1）。この種の不確

実性としては，たとえば，新規事業リスク，M&A リスク（のれんリスクも含

む），投資有価証券の価格変動リスク，為替変動リスク，製品の品質リスク，

原材料調達・品質リスク，海外展開リスク（政治・社会リスクも含む），災害

リスク，風評リスクなどがある。これらの経営リスクが発現すると，法人にお

いては，終局的には，自社発行有価証券の減価又は保有有価証券の（実現又は

未実現の）減損というかたちで，ボディーブローのように事業体力を毀損して

いく。

　とりわけ，事業展開が国際化・多角化し，また M&A による企業結合が複

雑に進められている今日においては，関連会社等の経営不振のあおりを受け

て，突然に被合併法人に係る ｢のれん｣ に減損が生じ，当社発行の，又は当社

保有の有価証券に減損が発現するおそれが高まっている2）。たとえば，最近の

トピックとしては，2014年にシェールガス開発投資について巨額の減損を計上

する見通しを発表した住友商事3），2015年に米国原子力企業のウェスチングハ

ウス社を M&A した際に計上したのれん価額に巨額の水増しがあったとされ
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る東芝4），あるいはフィリピンの商業銀行セキュリティバンクへの巨額の出資

について減損損失計上が懸念されている三菱 UFJ 銀行5）などの例がある。

　このような有価証券の減損をどのような条件の下にいつ実現させ，会社の利

益や課税所得に反映させる制度をとるかは極めて判断の難しい問題である。容

易に損失計上を認めれば，結果的に恣意的な納付税額の減少を可能にし，また

逆に損失計上を厳しくすれば，粉飾決算を容易にしたり，会社ステークホル

ダーに損害を与えるおそれが生ずる。有価証券の減損処理基準は，企業会計に

ついても，税務会計ないし法人税法に基づく課税所得計算についても，どのよ

うな制度が望ましいか決断が難しい。まずは，現行の減損処理の基準が適正な

ものといえるかどうか再検討する必要がある。

　さらに，2014年7月に公表された国際財務報告基準第9号（IFRS9（Inter-

national Financial Reporting Standards No.9））に定める金融商品の減損処理

基準が，IFRS を会計処理の基準として採用している企業については，2018年

1月1日以後に開始する事業年度から適用されることとされている6）。

IFRS9の強制適用は，これまでも延期されてきているので，実施されるかど

うかにつき不確定要因は残っているが，すでに IFRS に準拠した会計処理をし

ている企業もあるので，金融商品の減損処理基準の変更は実務に大きな影響を

及ぼすものである（なお，早期適用は認められており，住友商事がすでに

IFRS9に準拠した処理を行っている。）。

　グローバル経済の広がりから IFRS により会計処理をする多国籍企業が増え

ると予想されるので，その会計処理の内容と，これに関する税務会計や法人税

法との違いを正確に把握しておく必要がある。また，必要があれば，今後，法

人税法を IFRS に対応するように改正していくかどうかも検討しなければなら

ない。

2．検討する有価証券の意義と範囲

　上記においては，明確な定義をせずに「有価証券」という用語を使用してき

たが，実は，有価証券の意義についても，具体的にどのような証券が含まれる
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のかという範囲や，さらには，類似する「金融商品」の意義・範囲は，学問分

野や関連法規により，若干異なっている。本稿においては，税務に関する検討

をする関係から，法人税法及びその前提とされている金融商品取引法における

「有価証券｣ 概念を取り上げるが，この両法の間でも，有価証券の範囲は若干

異なっている7）。

　法人税法2条21号は，有価証券の意義を，金融商品取引法2条1項に規定す

る「有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの（自己が有する自己

の株式又は出資及び法人税法61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係

るものを除く。）をいう」と定めている。上記の政令で定める「有価証券その

他これに準ずるもの」とは，具体的には，法人税法施行令11条所定の①金融商

品取引法2条1項1号から15号までに掲げる有価証券及び同項17号に掲げる有

価証券（同項16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。）に表示され

るべき権利（これらの有価証券が発行されていないものに限る。），②銀行法10

条2項5号に規定する証券をもって表示される金銭債権のうち財務省令で定め

るもの（具体的には，法人税法施行規則8条の2の4に定める，銀行法施行規

則12条1号に掲げる譲渡性預金の預金証書（外国法人が発行するものを除く。）

をもって表示される金銭債権をいう。），③合名会社，合資会社又は合同会社の

社員の持分，協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分，

④株主又は投資主（投資信託及び投資法人に関する法律2条16号に規定する投

資主をいう。）となる権利，優先出資者（共同組織金融機関の優先出資に関す

る法律13条1項の優先出資者をいう。）となる権利，特定社員（資産の流動化

に関する法律2条5項に規定する特定社員をいう。）又は優先出資社員（同法

26条に規定する優先出資社員をいう。）となる権利その他法人の出資者となる

権利，をいう。

　また，上記①にいう，金融商品取引法2条1項1号から15号に掲げる有価証

券とは，（1）国債証券，（2）地方債証券，（3）特別の法律により法人の発

行する債券（ただし，下記の（4）及び（11）を除く。），（4）資産の流動化

に関する法律に規定する特定社債券，（5）社債券（相互会社の社債券を含
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む。），（6）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（ただし，

下記（7）（8）及び（11）を除く。），（7）共同組織金融機関の優先出資に関

する法律に規定する優先出資証券，（8）資産の流動化に関する法律に規定す

る優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券，（9）株券又は新株予

約権証券，（10）投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は

外国投資信託の受益証券，（11）投資信託及び投資法人に関する法律に規定す

る投資証券，新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券，

（12）貸付信託の受益証券，（13）資産の流動化に関する法律に規定する特定目

的信託の受益証券，（14）信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券，（15）

法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち，内閣府令

で定めるもの（具体的には，「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する

内閣府令」2条に規定するコマーシャルペーパー），をいう。

　さらに，企業会計及び税務会計においては，後述するように，これら法人税

法上の有価証券について，法人の保有目的の如何により，さらに税務処理に違

いが設けられているのである。

　本稿においては，まず，有価証券の減損処理基準について，日本の現行会計

基準と IFRS9基準との異同を整理し，次に，IFRS9基準を採用した場合に，

法人税法上の課税所得計算にどのような影響が出るかを検討し，そして，将来

的にどのような制度設計をする必要があるかを探ることにしたい。

Ⅱ．IFRS における金融資産の減損処理

1．有価証券の保有目的による分類と減損処理の原則

　従来の日本のいわゆる金融商品会計基準（企業会計基準委員会「金融商品に

関する会計基準」（企業会計基準第10号）。以下，これを「日本基準」という。

なお，金融商品については，このほか，会計制度委員会報告第14号 ｢金融商品

会計に関する実務指針｣ 及び ｢金融商品会計に関する Q&A」があり，以下で
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は必要に応じて引用する。）では，有価証券は，保有目的に応じて4つに分類

され，それぞれ減損処理の方法が決められてきた8）。

　すなわち，①満期保有目的の債券（取得価格により計上。原則として評価替

えをせず，償却原価法により評価。），②子会社・関連会社株式（取得価格によ

り計上。ただし，例外的に減損処理あり。），③売買目的保有証券（期末に時価

評価をして，評価差額を P/L に損益計上。），④その他有価証券（期末に時価

評価をするが，評価差額は B/S の純資産に計上。損益認識はしない。），であ

る。

　これに対して，IFRS9では，有価証券（ただし，IFRS では金融商品とい

い，その範囲も有価証券とは若干異なるが，本稿の論述の対象にはあまり影響

がないので，それには踏み込まないこととする。）の種類として，まず，満期

保有の有価証券（株式・債券類）については，取得価格により計上し，償却原

価法により評価する。他方，売買目的有価証券については，上記「その他有価

証券」に相当するものを認めず，すべて①「純損益を通じて公正価値で測定さ

れる金融資産」（期末に時価評価をして，評価差額を P/L に損益計上する。），

②「その他の包括利益を通じて公正価格で測定される金融資産」（期末に時価

評価をするが，評価差額は B/S の純資産に計上する。損益認識はしないから，

一旦資産に直入すると後に評価差益が生じたとしても利益に入れること（これ

を「リサイクリング」という。）はできなくなる。），③「償却原価で測定され

る金融資産」の3つに分類する9）。

　日本基準のような，いわゆる混合属性会計基準の長所は，経営者の意図に適

うかたちで投資の成果を把握できることにあるのに対して，短所は，有価証券

の保有目的が経営者の判断にゆだねられているため，投資の本来的な目的に照

らすならば売買目的有価証券に区分されるべきものが，恣意的に，その他有価

証券のような，時価評価差額の損益算入が必要でないカテゴリーに区分されて

しまうことにあるといわれてきた10）。

　IFRS9は，このような経営者の恣意性を排除する点において特色がある。

それゆえ，IFRS 基準への転換時においては，いわゆる持合株や戦略的投資株
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のように，必要に応じて売却をして益出しをすることができるという保有目的

と売買目的が混合している株式についても，保有目的か売買目的化を明確に区

別し，一旦，保有目的に区分すると塩漬け投資になるリスクがあり，他方，包

括利益を通じて公正価格で測定される金融資産に区分すると，資産直入でリサ

イクル不可となるから，投資の整理をする必要が生ずるといわれている11）。

2．非上場・未上場・中小法人株式に係る減損処理の方法

　IFRS9によれば，日本における非上場・未上場・中小法人株式（子会社株

式を含む）のほとんどは，区分②の「その他の包括利益を通じて公正価格で測

定される金融資産」に分類されると考えられる。そうすると，期末に時価評価

をするが，評価差額は B/S の純資産に計上し，損益認識はしないことになる。

すなわち，一旦資産に直入すると，後に評価差損益が生じたとしても無視され

ることになるから，減損処理も不要となる。

　反面，非上場・未上場・中小法人株式の価格についても，取得原価ではない

公正価値による計上が求めれることから，この測定が難しい。IFRS13によれ

ば，いくつかの公正価格の測定方法が定められている。この測定方法は，日本

における財産評価基本通達に定められている評価方法に似ているが，その計算

方法は相当に異なるので，留意する必要がある12）。

３．金銭債権に係る減損処理の方法

　IFRS9によれば，事業上の債権債務は，償却原価により測定される負債性

金融商品の一種として分類される。それゆえ，貸倒引当金の設定は，資産に係

る将来キャッシュフローの減少に相当すると考えられるので，金融商品の減損

の問題ととらえられている。

　日本基準では，金銭債権の減損処理（貸倒引当金の償却又は取崩）は，回収

不能時に確定されるという発生損失アプローチ（又は「実現原則」）により測

定されてきた。すなわち，債権が発生した段階で将来における貸倒が見込まれ

るとしても，客観的な事実が発生するまではそれを受取利息の配分計算に反映
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しなかった。それゆえ，実際に損失が発生したときには，その時点の損益に大

きく影響し，継続的な事業収益力や企業価値に一時的に大きな悪影響を及ぼす

との批判があった。

　これに対して，IFRS 基準に適った我が国独自の会計処理の基準として，将

来キャッシュフローの減少（すなわち，金融商品の減損）に係る測定方法に，

期待損益アプローチを採用することが提案されている。これは，将来予想され

る貸倒損失をあらかじめ見積もったうえ，受取利子を少なめに配分しておくと

いう方法である。この方法によれば，損失を貸倒発生時に一時に計上する必要

がないので，事業収益力や企業価値の測定に悪影響が及ばないというメリット

があるといわれている。とはいえ，あらかじめ受取利子を少なめに配分すると

いう方法自体測定が難しいし，将来の貸倒の確率が高い債権と低い債権を区別

するのは難しいという問題もあり，日本としてどのような処理を選択するかの

推移は不透明である13）。

Ⅲ．法人税法・税務会計における金融資産の減損処理

　法人税法25条1項は，資産の評価益は原則として益金に算入しない旨を規定

し，また，法人税法33条1項は，資産の評価損の計上を原則として認めない旨

を規定している。それは，「法人税法が実現した収益及び損失のみを益金及び

損金に算入することを原則としているから，法人が資産の評価換えをしてその

帳簿価額を減額しても，その評価損は損金の額に算入されない」14）からであ

る。その根底にある考え方は，｢資産の評価損は，所有資産の価値の減少，す

なわち未実現の損失であるから，企業会計上も，法人税法上も，それらが採用

している実現主義の原則からして，費用ないし損失に算入することは原則とし

て認められない。それが認められるのは，別段の定めがある場合のみであり，

法人税法33条2項は，まさにそのような別段の定めに当たるのである」15）とい

うことである。

　しかしながら，他方，金銭債権等の評価損を損金に算入することが認められ
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るかどうかについては，「法人税法が，損失を，（1）損益取引に基づき実現し

た損失と，（2）所有資産の価値の減少という未実現の損失，という二つのカ

テゴリーに区分し，前者は当然に損金に算入され，後者は別段の定めがある場

合にのみ損金に算入することを認めていることからすると，33条2項が金銭債

権を除外しているのは，なんら部分貸倒れを否定する趣旨を含むものではな

く，金銭債権の価値の減少の取扱いは33条2項の範囲内の問題ではなく，損益

取引に基づく損失の問題，すなわち（1）のカテゴリーの問題として別個に検

討すべき問題であることを確認的・注意的に限定したと解すべきである（な

お，資産の価値が減少したか否か，どれだけ減少したかは評価の作用，つまり

判断の作用であり，債権が貸倒れになったかどうかは，認定の作用，つまり確

認の作用であり，両者は精神作用としての性質が異なることにも注意する必要

がある）」16）と解されており，この考え方を基礎とすれば，有価証券の減損処

理が認められるかどうかも法人税法22条4項所定の ｢公正妥当な会計処理の基

準｣ の解釈の問題として処理することが考えられよう。

　また，企業会計において，未実現の損益も，一定の範囲の金融資産及び金融

負債については損益に計上すべきであるという時価会計への移行が進められて

きたことから，これに応じて，法人税法の平成12年（2000年）度改正，同19年

（2007年）度改正及び同22年（2010年）度改正により，デリバティブ等の特定金

融商品の評価損益については益金又は損金に計上する例外が導入された17）。

　法人税法61条の2以下（同61条の5以下に規定するデリバティブ等金融商品

ごとの関連法令を含む。）に定める有価証券の譲渡損益及び時価評価損益に関

する規定は，もともと平成11年（1999年）に定められた日本基準に対応して平

成12年（2000年）度の法人税法改正により挿入されたものである。また，有価

証券の評価損についての例外基準については，法人税法施行令68条，68条の

2，法人税基本通達 9-1-7 等が定めている（さらに，国税庁「上場有価証券の

評価損に関する Q&A」（2009年4月）もある。）。

　例外基準は，基本的には，有価証券の事業年度終了の時における価額（時

価）がその時の帳簿価額のおおむね50％相当額を下回ることとなり，かつ，近
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い将来その価額の回復が見込まれないときに，評価損を計上することができる

「有価証券の価額が著しく低下したこと」に該当するというものである（法施

行令68条1項2号イ，法人税基本通達 9-1-7 ）。また，上記 Q&A によれば，

監査法人の監査を受けている法人においては，上場株式の事業年度末における

株価が帳簿価額の50％相当額を下回る場合，その株価の回復可能性の判定につ

いて一定の形式基準が策定されており，税効果会計等の観点から自社の監査を

担当する監査法人から，当該基準が合理的なものと審査され，かつその基準を

継続的に使用しているときには，当該基準に基づく損金算入が認められるとさ

れている（Q2に係る「解答」を参照）。

　そこで，Q&A に基づき有価証券の減損処理を行った場合には，会計上の帳

簿価額が税務上の帳簿価額を下回っていれば，その差額が税効果会計における

将来減算一時差異となり，また将来回収可能性があると判断されるときには，

繰延税金資産を計上することになる。他方，その後の時価の回復に伴う評価差

益が発生したときは，将来減算一時差異を減額させる必要があり，さらに，こ

の将来減算一時差異の減少に伴い，繰延税金資産の一部取崩をする必要が生ず

る。

　しかしながら，これらの税務基準は IFRS9に整合するものではないから，

IFRS に準拠する法人が今後増えていったときでも，税務基準としては評価差

損益が実現するまでは課税所得の計算上は不認識とする原則を貫くのか，

IFRS9により有価証券の減損が認められる場合に限定した税務処理基準とし

て維持していくのか，あるいは全く新しい税務基準を策定する必要があるのか

が検討課題になる。将来的な方向性としては，日本の現行法人税法のように，

金融商品の個別的特性に合わせて評価損益を認識するという方法よりも，

IFRS9により一般的に判断した方が不整合が生ずるおそれが少なくなるので

よいのではないかと考えている18）。
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Ⅳ．おわりに

　本稿においては，グローバル経済の広がりから IFRS により会計処理をする

多国籍企業が増えると予想されるので，とりわけ，有価証券等の減損につい

て，その会計処理の内容と，これに関する税務会計や法人税法との違いを正確

に把握することを目的として，まず，有価証券の減損処理基準について，日本

の現行会計基準と IFRS9基準との異同を整理し，次に，IFRS9基準を採用し

た場合に，法人税法上の課税所得計算にどのような影響が出るかを検討し，そ

して，将来的にどのような制度設計をする必要があるかを考えてみた。

　IFRS における資産価値の評価の原則は，公正価値評価である。これは，有

価証券や金銭債権のようないわゆる金融資産についても変わりはない。これに

対して，我が国の法人税法は，確定決算手続（同法74条1項），損金経理要件

（同法2条25号）及び公正妥当な会計処理基準（同法22条4項）のすべての要

件に適合し，キャッシュ・フローが実現しているとみなされるものでなければ

益金・損金処理を認めないのが原則である。それゆえ，IFRS9及びそれに整

合的に調整されるであろう日本の会計基準と，法人税法上の上記三要件との間

には，非常に大きな乖離があるといわざるを得ない。当面は，日本の課税当局

は，上記三要件の解釈の問題として，とりわけキャッシュ・フローの実現性を

重視しながら，有価証券の減損について，個別的に是否認を判断していくもの

と推測される19）。しかしながら，本文中で述べたように，IFRS9を選択適用

した法人については，将来的には公正価値評価に基づく益金・損金処理を認め

ていく必要があるのではないかと思われる。
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